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2014年 10月 8日

杉並

高鳴伸欣

(琉球大学名誉教授 )

杉並区教育委員会におかれては日ごろから杉並区に於ける教育活動の発展のため尽力さ

れていることに敬意を表します。

本日、請願法に基づき以下のとおり請願いたします

請願事項

杉並区教育委員会による教科書採択権限の行使によって区内の公立中学校で 2006年 4
月より 2014年 3月 までの間、生徒たちに使用を義務付けていた社会科歴史的分野の教科
書『改訂版

。新しい歴史教科書』 (扶桑社版)には、本文及び注記、図版説明等において
数十か所の誤記が存在していることが明らかにされていたにもかかわらず、そのことが担
当教員等に周知徹底されず、この間に同教科書で学んだ生徒は、事実に反する知識を与え
られたまま事業し、現在に至るも、何も事後指導等をされていない事態に対して、杉並区
教育委員会の責任ある処置の実施を求める。

回   悌 6章 話願 °杉 並 区教育委 員会会議 規則   
躍
羹鍛霧 :母

第33条 委員長に講願しょぅとするもの
`ま

、委員の紹介により文書をもつて請願の趣旨、提出.年
月日.議護者の住所及び墜  (法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を

: .載 し押部のうえ、教育長を通じて委員会に提出しなければならない。

菫
讐釜
委員長は、議匡が繁 最 翠 釉 鐘 雰 警 鼈 理 を教育長を経て請願者に通知しなければならない。

杉並区教育委員会

委員長 馬場俊一
教育長 井出隆安
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高嶋 伸欣 様 平成 26年 10月 24日

杉並区教育委員会事務局庶務課長

日ごろより、杉並区の教育行政につきまして、ご理解、ご協力をいただき、

誠にありがとうございます。

今回の高嶋様からの諸願につきましては、住所及び賦名
の記載があつたこと

から請願法に基づく請願として受理させていただきました。

講顧の処理手続につきましては、諸願法等に特段
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の会議で検討するものとしております。一方、委員
の紹介のないものにつきま

しては、いわゆる陳情として取扱うこここしてい:ます。

高嶋様からの講願につきましては、委員の紹介のない諸願
であつたため、い

わゆる陳情として検討いたしました.

その結果、2006(平 成 18年)年度から2013.(平成 25年)年度
ま

での間に区立中学校で使用していた社会科教科書
の記述についてですが、通常、

訂正を要する場合、発行者は教育委員会等に通
知することとなつております。

ご指摘の教科書については、これまで訂正の通知
がございませんし、文部科学

省が教科書の記述等に重大な手り
があつた場合に行う当該発行者

への訂正の勧

告につきましても、行われておりませ

亀

.、

適正かつ公正に行われております
の

教科書採択については、法律に基づ 1

で、ご理解くださるようお願いいたします。
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